
 

 

（策定）平成２８年６月２４日 

 

 

 

東京都信用農業協同組合連合会行動計画 

 

 

わが国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化の現状を

受け、「次世代育成支援対策推進法」が施行されました。この法律では、仕事と子育ての両

立を図るため必要な雇用環境の整備等について「一般事業主行動計画」を策定し実施する

こととされています。 

東京都信用農業協同組合連合会では、職員が仕事と家庭･子育てを両立させることができ、

職員全員が働きやすい環境を作ることによって、すべての職員がその能力を十分に発揮し、

かつ長期間に就業を継続し活躍できるようにするため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 平成２８年７月１日～平成３３年６月３０日までの５年間 

 

２．内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標２：産前産後休暇および育児休業制度の周知、情報提供を継続的に行います。 

 

 

 

 

                                     以 上 

 

目標１：毎週水曜日を実施日と位置づけノー残業デーを徹底して実施いたします。 

    実施できない場合、他曜日に振替取得いたします。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E5%BA%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E5%A2%83

